
 

 
 

『９月県議会』は９月 14日開会、10月５日まで 22日間の会期です。代表質問は９月 21・23

日、一般質問は９月 26～28日です。なお、常任委員会、特別委員会も開催されます。 

民進党・県政クラブ県議団の代表質問は所

属議員（22名）全員が出席する「政策審議会」

（政審）で議論し、作り上げます。私は会派

政審会長として、代表質問の取りまとめをは

じめ、議員提案条例の策定、意見書の作成な

ど、政策全般に係わる任務を担っています。 

県民生活の向上に向け、『９月県議会』でも

県政の重要課題に取り組んで参ります。 

 

【 『６月県議会』でも一般質問に登壇しました。 】 

 私は、先の『６月県議会』でも一般質問に登壇しました。今議会の質問項目は、以下の通り。 

 １．本県の買い物難民対策について 

  ①本県の買物困難民の人数とその対策並びに窓口について 

  ②本県の買い物難民対策と市町村支援について 

  ③買い物難民対策としての公設民営という事業形態について    

  ④買い物難民対策のための食料品移動販売車の支援について 

 ２．産業廃棄物処分場の行政処分問題と廃棄物行政について 

  ①熊本地震で発生した災害廃棄物処理の支援について 

  ②本県の『災害廃棄物処理計画』について 

  ③飯塚市内住の産業廃棄物処分場の不起訴処分について          

  ④筑紫野市の元産業廃棄物処分業者の行政処分について      

  

【 会派が『６月県議会』代表質問で取り上げた本県の政策課題 】 

 先の『６月県議会』において、我が会派は以下の代表質問を行いました。 

 ◎県政推進の基本姿勢について 

  ①本県の地域防災のあり方について、②災害時におけるペットの救護対策について、③国の補助事業    

  における本県への交付額のランク付けについて、④本県の行政改革のあり方について、⑤筑豊地域の 

  振興に資する冷水トンネル及び八木山バイパスの複線化について 

 ◎福祉労働問題について 

  ①待機児童問題について、②放課後児童クラブのあり方について 

 ◎教育問題について 

  ①公立中学校・高校の部活動のあり方について 

 ◎その他県政一般について 

  ①消費税率引き上げの延期による地方財政の影響と本県の財政への影響について 

   以上の質疑応答は私のホームページにアップしていますのでご参照下さい。 http://haranaka.jp 

 〈小笹団地が『多世代いきいき事業』で再生！〉 

 「小笹団地」（県住宅供給公社）の老朽化に伴う建て替えは、第

1期工事が完了、入居が始まります。今回の建て替えは、国交省「ス

マートウェルネス住宅等推進モデル事業」の認定に伴い、高齢者居

住支援サービス（買い物難民救済）、子育て多世代交流サービス、

障がい者自立支援事業等が加味され、国の先駆的モデル事業となっ

ています。これからの公営住宅の在り方、そして、街づくりの核と

なる施設として注目される事業です。 

  << fecebook、LINE、Twitter、Instagramでつながりましょう！ >> 

  ホームページはもとより、fecebook、LINE、Twitter、Instagramを活用し、日常活動を 

 お伝えしています。 皆様との意見交換、またご意見、ご提言をお待ちしております！！ 

『９月県議会』は９月 14日開会、会期は 22日間。 

↑会派「政策審議会」の様子 

↑6/14 一般質問に登壇 

 


